
第９回 常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川等 

大規模氾濫に関する減災対策協議会 

【その他報告事項】

・事務所からの報告

① 庄川・小矢部川タイムライン検討専門部会報告 ············· (8-1-1)

② 洪水ハザードマップの作成状況及び課題について ··········· (8-2-1)

③-1 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況及び課題について

····························································· (8-3-1)

③-2 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況及び防災安全交付金の

重点配分対象の見直しについて（県からの報告） ··········· (8-3-2) 

④ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・充実支援のための

動画等の公表について ··································· (8-4-1)

・県からの報告

⑤ 富山県内の流域治水プロジェクト策定状況 ················· (8-5-1)

⑥ 富山県砂防課からのお知らせ ····························· (8-6-1)

資料８ 



【第８回庄川・小矢部川タイムライン検討専門部会】

 令和４年１０月開催（WEB会議形式）

 風水害時に着目すべき情報（気象情報、河川情報等）を再確認

 タイムラインの適用演習として、タイムライン上の各ステージの防災行動に
ついて、各機関がシナリオに沿って自機関の行動を検証

庄川・小矢部川タイムライン検討専門部会（報告） 資料８①
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【議事内容】

• 庄川・小矢部川タイムライン【試行版】の概要と

これまでの検討経緯について

• 風水害時に着目すべき情報について

• 庄川・小矢部川タイムライン【試行版】適用演習

• 意見交換

• 今後の予定

開催時期 会議名 主な検討内容

平成30年3月20日
庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ（事前防災行動計画）検討専
門部会（仮称）

• ﾀｲﾑﾗｲﾝの概要と検討方法について
• ﾀｲﾑﾗｲﾝの想定するハザードについて

• ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討に向けた防災行動案の検討ほか

平成30年5月15日
第２回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ（事前防災行動計画）
検討専門部会(仮称)

• ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討に向けた防災行動案の検討
• ﾀｲﾑﾗｲﾝ素案の防災行動の検討

• 計画規模及び想定最大規模ﾀｲﾑﾗｲﾝ（案）の意見照会ほか
平成30年6月27日

第３回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ（事前防災行動計画）
検討専門部会(仮称)

平成31年3月27日 第４回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討専門部会
• 庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ（試行版）の策定

• 事務所からの情報提供

令和元年出水期において、庄川・小矢部川タイムライン【試行版】を試行運用

令和元年12月12日 第５回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討専門部会
• 防災行動ｱﾝｹｰﾄ（台風19号後）の結果報告
• 庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ【試行版】の防災行動の意見交換

令和２年出水期において、庄川・小矢部川タイムライン【試行版】２０２０年版 を運用

令和2年8月3日 第６回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討専門部会 • ﾀｲﾑﾗｲﾝの運用訓練・勉強会

令和３年出水期において、庄川・小矢部川タイムライン【試行版】２０２１年版 を運用

令和3年11月24日 第７回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討専門部会 • 避難勧告の廃止に伴う防災行動の見直し検討

令和４年出水期において、庄川・小矢部川タイムライン【試行版】２０２２年版 を運用

令和4年10月5日 第８回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討専門部会 • ﾀｲﾑﾗｲﾝの運用訓練・勉強会

令和5年3月20日
第９回庄川・小矢部川ﾀｲﾑﾗｲﾝ検討専門部会
（書面開催）

• 令和４年出水期を踏まえた防災行動の見直し検討

〈今後の予定〉

令和５年出水期において、庄川・小矢部川タイムライン【試行版】２０２３年版 を運用

令和5年6月（予定） 第１０回タイムライン検討専門部会において、運用訓練を実施

こ れ ま で の 経 過 ・ 今 後 の 予 定
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地
区

内
の

人
口

（
要

避
難

者
）

に
よ

り
、

当
該

地
区

の
避

難
所

に
収

容
可

能
の

場
合

は
近

傍
の

避
難

所
へ

、
超

過
す

る
場

合
は

他
地

区
へ

の
避

難
所

を
検

討

地
域

毎
の

指
定

避
難

所
の

収
容

数
を

確
認

。
そ

の
地

域
内

の
指

定
避

難
所

で
収

容
で

き
な

い
場

合
は

、
地

区
外

へ
の

避
難

を
検

討
。

避
難

区
域

毎
の

人
数

に
よ

り
収

容
可

能
か

判
断

避
難

区
域

毎
の

人
数

に
よ

り
収

容
可

能
か

判
断

避
難

区
域

毎
の

人
数

に
よ

り
収

容
可

能
か

判
断

隣
接

市
町

村
へ

の
広

域
避

難
検

討
中

検
討

中
検

討
し

て
い

な
い

検
討

中
検

討
中

（
高

岡
市

の
避

難
所

を
記

載
予

定
）

検
討

中
検

討
中

（
近

隣
市

と
調

整
が

で
き

て
い

な
い

）
検

討
中

検
討

な
し

未
検

討
（

現
在

は
計

画
は

無
い

が
、

検
討

が
必

要
と

考
え

て
い

る
）

今
後

の
課

題

避
難

所
に

全
員

収
容

で
き

な
い

恐
れ

が
あ

る
た

め
、

市
外

へ
の

広
域

避
難

を
検

討
中

で
あ

る

想
定

最
大

規
模

降
雨

に
対

す
る

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

で
は

、
浸

水
エ

リ
ア

、
浸

水
深

が
深

く
、

校
区

内
で

避
難

が
で

き
な

い
（

収
容

で
き

な
い

）
避

難
者

が
発

生
す

る
恐

れ
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

校
区

外
又

は
市

外
へ

の
広

域
避

難
を

検
討

中
で

あ
る

。

浸
水

範
囲

が
広

す
ぎ

て
指

定
避

難
所

に
全

員
収

容
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
立

ち
退

き
避

難
区

域
の

設
定

と
当

該
住

民
に

対
す

る
周

知
が

困
難

舟
橋

村
ほ

ぼ
全

域
が

浸
水

想
定

区
域

と
な

り
、

使
用

可
能

な
避

難
所

は
５

箇
所

程
度

の
み

と
見

込
ま

れ
る

。
隣

接
市

町
へ

の
広

域
避

難
に

つ
い

て
検

討
を

進
め

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

市
内

の
避

難
所

で
避

難
者

の
収

容
が

可
能

で
あ

る
が

、
発

災
時

の
避

難
行

動
に

つ
い

て
は

市
民

レ
ベ

ル
で

の
事

前
の

準
備

が
必

要
で

あ
り

平
時

か
ら

の
啓

発
が

必
要

で
あ

る

特
に

な
し

浸
水

範
囲

が
広

す
ぎ

る
た

め
、

地
区

に
よ

っ
て

は
地

区
内

の
指

定
避

難
所

だ
け

で
は

全
員

収
容

す
る

こ
と

が
難

し
い

。
地

区
外

へ
の

避
難

に
つ

い
て

も
住

民
に

周
知

す
る

必
要

が
あ

る
。

小
矢

部
川

と
旅

川
や

山
田

川
の

合
流

部
に

お
い

て
は

、
浸

水
深

が
特

に
深

く
、

川
で

囲
ま

れ
た

地
形

で
あ

る
た

め
、

避
難

行
動

が
遅

れ
る

と
大

き
な

被
害

に
繋

が
る

恐
れ

が
あ

る
。

そ
の

た
め

、
地

区
防

災
計

画
の

策
定

や
マ

イ
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
等

の
取

組
み

を
通

し
た

啓
発

が
必

要
で

あ
る

。

特
に

な
し

想
定

最
大

規
模

の
場

合
、

市
街

地
が

ほ
ぼ

浸
水

す
る

た
め

、
既

存
の

指
定

避
難

所
の

多
く

も
浸

水
し

て
し

ま
う

可
能

性
が

あ
る

。

赤
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要
配

慮
者

利
用

施
設

の
避

難
確

保
計

画
の

作
成

状
況

及
び

課
題

に
つ

い
て

令
和

５
年

２
月

調
査

時
点

○
要

配
慮

者
利

用
施

設
の

避
難

確
保

計
画

の
作

成
支

援

対
象

 施
設

数
7

8
1

2
9

4
1

6
調

査
中

1
3

2
5

3
2

1
2

7
3

8
8

3

対
象

と
す

べ
き

か
検

討
中

の
 施

設
数

0
0

0
調

査
中

－
0

0
0

0
0

説
明

会
参

加
 施

設
数

5
1

7
%

2
9

4
1

0
0

%
0

0
%

調
査

中
-

把
握

し
て

い
な

い
-

5
3

1
0

0
%

0
0

%
2

7
1

0
0

%
把

握
し

て
い

な
い

-
0

0
%

計
画

作
成

済
 施

設
数

5
3

9
6

9
%

2
3

2
7

9
%

1
6

1
0

0
%

調
査

中
-

1
3

2
1

0
0

%
5

3
1

0
0

%
2

0
9

5
%

2
7

1
0

0
%

2
6

6
8

%
4

7
5

7
%

避
難

訓
練

実
施

 施
設

数
調

査
中

-
1

0
7

3
6

%
7

4
4

%
調

査
中

-
3

3
2

5
%

2
6

4
9

%
4

1
9

%
0

0
%

把
握

し
て

い
な

い
-

0
0

%

■
備

考

・
関

係
課

が
複

数
に

わ
た

る
（

南
砺

市
で

あ
れ

ば
福

祉
課

、
地

域
包

括
ケ

ア
課

、
こ

ど
も

課
、

教
育

総
務

課
等

）
た

め
、

施
設

側
の

関
係

者
も

含
め

れ
ば

多
く

の
方

々
が

関
係

す
る

こ
と

に
な

る
が

認
識

に
差

が
あ

る
た

め
、

計
画

や
訓

練
等

の
内

容
に

バ
ラ

つ
き

が
あ

る
。

・
「

重
ね

る
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

」
の

小
矢

部
川

の
浸

水
想

定
区

域
は

、
「

小
矢

部
川

水
系

小
矢

部
川

洪
水

浸
水

想
定

区
域

図
（

特
定

最
大

規
模

）
」

に
基

づ
く

も
の

と
思

う
が

、
一

方
で

南
砺

市
の

洪
水

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
は

、
「

小
矢

部
川

水
系

小
矢

部
川

・
渋

江
川

洪
水

浸
水

想
定

区
域

図
参

考
図

（
特

定
最

大
規

模
、

支
川

等
溢

水
）

」
に

基
づ

く
も

の
で

あ
り

、
不

一
致

の
状

態
で

あ
る

。
地

区
住

民
が

重
ね

る
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
よ

り
自

宅
を

拡
大

し
て

確
認

し
た

く
て

も
同

じ
も

の
を

見
れ

な
い

状
態

で
あ

る
た

め
、

よ
り

規
模

が
大

き
い

方
で

掲
載

し
て

ほ
し

い
。

・
ダ

ム
管

理
者

か
ら

の
F
A

X
に

よ
り

放
流

量
は

わ
か

る
が

具
体

的
に

ど
の

地
点

で
ど

れ
だ

け
の

水
位

に
な

る
か

わ
か

ら
な

い
た

め
、

住
民

へ
の

避
難

情
報

等
に

繋
が

ら
な

い
。

資
料

８
③

－
１

令
和

４
年

３
月

地
域

防
災

計
画

の
改

訂
（

資
料

編
）

及
び

対
象

施
設

へ
の

周
知

浸
水

想
定

区
域

内
に

あ
る

要
配

慮
者

利
用

施
設

の
関

係
課

か
ら

作
成

を
促

す
よ

う
通

知
。

南
砺

市
滑

川
市

今
後

、
対

象
と

な
る

施
設

が
追

加
と

な
っ

た
場

合
は

、
そ

の
都

度
、

全
て

の
施

設
に

お
い

て
計

画
の

作
成

を
完

了
さ

せ
る

予
定

。

施
設

側
に

ど
の

程
度

理
解

が
得

ら
れ

る
か

不
安

が
あ

る
。

上
市

町

施
設

側
に

ど
の

程
度

理
解

が
得

ら
れ

る
か

不
安

が
あ

る
。

令
和

４
年

３
月

令
和

４
年

３
月

令
和

５
年

３
月

令
和

５
年

３
月

令
和

４
年

1
0

月

各
施

設
の

担
当

課
に

避
難

確
保

計
画

の
策

定
状

況
を

周
知

。
次

年
度

の
全

施
設

計
画

策
定

完
了

を
目

標
に

、
未

策
定

施
設

へ
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

準
備

予
定

。

令
和

３
年

６
月

管
理

形
態

変
更

に
伴

う
計

画
の

更
新

及
び

１
施

設
を

追
加

し
、

説
明

を
実

施
し

、
５

３
施

設
中

５
３

施
設

策
定

済
み

対
象

と
す

る
全

て
の

施
設

に
お

い
て

計
画

の
作

成
を

完
了

さ
せ

る
予

定
。

対
象

施
設

全
て

に
お

い
て

計
画

作
成

を
完

了
。

指
定

に
よ

り
避

難
計

画
の

策
定

が
必

要
に

な
る

こ
と

か
ら

施
設

側
へ

の
理

解
を

得
る

こ
と

や
避

難
先

の
確

保
等

が
課

題

対
象

施
設

管
理

者
の

計
画

策
定

へ
の

理
解

度
や

協
力

体
制

が
不

十
分

な
こ

と

施
設

に
よ

っ
て

規
模

も
利

用
し

て
い

る
要

配
慮

者
も

違
う

た
め

、
作

成
を

依
頼

す
る

に
あ

た
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

施
設

に
応

じ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
る

。

避
難

先
の

選
定

避
難

方
法

訓
練

の
実

施

1
3

2
施

設
の

う
ち

1
3

2
施

設
で

作
成

済
み

令
和

４
年

３
月

各
計

画
が

実
効

性
の

あ
る

も
の

と
な

る
よ

う
、

訓
練

徹
底

の
周

知
と

市
避

難
訓

練
や

地
元

訓
練

へ
の

積
極

的
な

参
加

の
呼

び
か

け
各

施
設

に
お

け
る

避
難

先
が

集
中

し
た

と
き

の
対

応
を

検
討

（
避

難
場

所
の

追
加

指
定

、
市

避
難

場
所

以
外

で
安

全
な

場
所

（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
）

へ
避

難
の

検
討

を
打

診
等

）

・
小

規
模

施
設

に
対

す
る

市
と

し
て

の
支

援
方

法
の

模
索

。
・

未
策

定
施

設
へ

の
ペ

ナ
ル

テ
ィ

の
設

定
（

公
表

、
指

定
や

補
助

金
の

打
ち

切
り

等
）

・
地

域
防

災
計

画
に

位
置

付
け

る
施

設
の

条
件

の
明

確
化

。
・

所
管

課
と

防
災

部
局

と
の

更
な

る
連

携
。

水
位

計
設

置
箇

所
の

増
設

等
、

引
き

続
き

、
情

報
提

供
ツ

ー
ル

の
拡

充
や

充
実

を
お

願
い

し
た

い
。

施
設

経
営

者
、

運
営

者
の

避
難

確
保

計
画

作
成

に
対

す
る

理
解

度

令
和

３
年

３
月

防
災

計
画

の
改

正
に

合
わ

せ
て

指
定

す
る

予
定

の
た

め
、

対
象

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
計

画
の

作
成

が
必

要
な

旨
の

情
報

共
有

に
取

り
組

む

地
域

防
災

計
画

の
見

直
し

時
期

作
成

に
お

け
る

課
題

そ
の

他
、

避
難

に
関

し
て

河
川

管
理

者
へ

の
要

望
等

進 捗

令
和

４
年

８
月

（
デ

ー
タ

版
は

適
時

更
新

す
る

予
定

）

令
和

５
年

３
月

末
時

点
の

進
捗

状
況

（
予

定
）

未
策

定
施

設
に

対
し

て
、

富
山

県
と

連
携

し
講

習
会

を
開

催
。

計
画

策
定

を
支

援
す

る
た

め
、

県
防

災
士

会
に

委
託

し
、

講
師

を
派

遣
。

射
水

市
富

山
市

機
　

関
　

名
小

矢
部

市
高

岡
市

舟
橋

村
砺

波
市

立
山

町

赤
字
：
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○都道府県別（令和４年９月末現在）

自治体名
対象

施設数
避難確保
計画作成

作成率 自治体名
対象

施設数
避難確保
計画作成

作成率

1 徳島県 1,803 1,803 100.0% 25 秋田県 1,035 890 86.0%
1 福井県 1,430 1,430 100.0% 25 山口県 1,312 1,119 85.3%
3 山形県 1,022 1,010 98.8% 27 山梨県 1,019 867 85.1%
4 石川県 1,419 1,390 98.0% 28 鹿児島県 1,830 1,550 84.7%
5 鳥取県 711 692 97.3% 29 兵庫県 4,914 4,096 83.4%
6 群馬県 1,831 1,778 97.1% 30 東京都 7,860 6,529 83.1%
7 静岡県 3,728 3,616 97.0% 31 埼玉県 6,611 5,474 82.8%
8 青森県 1,269 1,219 96.1% 32 島根県 950 785 82.6%
9 大阪府 10,582 10,115 95.6% 33 千葉県 2,341 1,902 81.2%
9 岐阜県 2,191 2,094 95.6% 34 福島県 1,210 978 80.8%
11 高知県 1,131 1,077 95.2% 35 北海道 5,039 4,058 80.5%
12 京都府 2,282 2,155 94.4% 36 富山県 1,617 1,269 78.5%
13 大分県 2,773 2,614 94.3% 37 滋賀県 1,498 1,175 78.4%
14 宮崎県 1,639 1,532 93.5% 38 和歌山県 1,491 1,155 77.5%
14 宮城県 1,970 1,812 92.0% 39 神奈川県 5,387 4,146 77.0%
16 広島県 2,964 2,663 89.8% 40 香川県 1,116 848 76.0%
17 新潟県 2,926 2,623 89.6% 41 栃木県 1,212 900 74.3%
18 岩手県 1,078 965 89.5% 42 佐賀県 1,748 1,286 73.6%
19 茨城県 1,243 1,111 89.4% 43 愛知県 7,279 5,076 69.7%
19 奈良県 654 578 88.4% 44 福岡県 4,373 3,031 69.3%
21 岡山県 3,362 2,962 88.1% 45 長崎県 1,598 1,088 68.1%
22 三重県 1,708 1,495 87.5% 46 熊本県 755 492 65.2%
23 長野県 2,247 1,957 87.1% 47 沖縄県 12 2 16.7%
24 愛媛県 2,008 1,742 86.8% 合計 116,178 99,149 85.3%

○県内市町村別（令和４年９月末現在）

自治体名
対象

施設数
避難確保
計画作成

作成率 自治体名
対象

施設数
避難確保
計画作成

作成率

1 氷見市 53 53 100.0% 9 朝日町 6 5 83.3%
1 砺波市 53 53 100.0% 10 黒部市 85 67 78.8%
1 南砺市 27 27 100.0% 11 高岡市 290 221 76.2%
1 立山町 15 15 100.0% 12 富山市 781 539 69.0%
5 入善町 62 62 100.0% 13 滑川市 38 26 68.4%
6 射水市 132 131 99.2% 舟橋村 0
7 小矢部市 21 20 95.2% 上市町 0
8 魚津市 54 50 92.6% 県内合計 1617 1269 78.5%

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況（公表ベース）
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543225
長方形

543225
タイプライターテキスト
参考資料
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事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ４ 月 ７ 日 

各都道府県 水防担当課長 殿 

各都道府県 砂防担当課長 殿 

国土交通省水管理・国土保全局 

河川環境課水防企画室 課長補佐 

砂防部砂防計画課地震・火山砂防室 企画専門官 

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援資料の周知 

及び訓練実施の促進について 

要配慮者利用施設において、大雨の際に円滑かつ迅速に避難を行うため、水防法及び土砂

災害防止法では、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設に対し、避難確保計

画の作成、訓練の実施及びそれらを市町村長に報告することが義務付けられています。

今般、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練実施を促進するため、下記の通り

避難確保計画の作成や訓練について分かりやすくポイントをまとめたリーフレット及び動

画を作成したほか、施設における訓練の実施にあたっての留意事項を取りまとめましたので、

貴管内市町村に周知し、施設管理者等の適切な対応を促すようお願いします。 

記 

１．リーフレット及び動画の作成について 

 国土交通省の「避難確保計画の作成・活用の手引き」の内容を簡潔にまとめた、以下のリ

ーフレット及び動画を作成しましたので、施設管理者等の避難確保計画作成や訓練実施の促

進にご活用いただきますようお願いします。 

① リーフレット「避難確保計画の作成・活用について」

要配慮者利用施設の管理者等向けに、避難確保計画及び訓練の必要性や具体的内容に

ついて理解してもらうことを目的としたリーフレットです。 

国土交通省の「避難確保計画の作成・活用の手引き」の内容を踏まえ、避難確保計画

に定めるべき項目や、それを定める際の留意点等を簡潔にまとめているほか、訓練の種

類や実施方法について掲載しています。 

② リーフレット「水防法・土砂災害防止法が改正されました」

令和３年の水防法、土砂災害防止法の改正内容について解説するとともに、それらに

定められた以下の内容について説明しています。 

資料８④
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・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

・避難訓練の実施・防災教育の実施

・市町村による助言・勧告について

「都道府県・市町村職員向け」、「施設の所有者・管理者向け」の２種類があります。 

③ 動画「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・確認のポイント」【別紙】

避難確保計画を作成する要配慮者利用施設の管理者等及びその計画を確認し助言等

を行う市町村職員向けに、避難の実効性を確保する上で注意すべきポイントについて理

解を深め、計画の充実・改善を図っていただくことを目的とした学習用動画です。 

この動画では、国土交通省の「避難確保計画の作成・活用の手引き」、「計画様式」や

「チェックリスト」に沿って、避難確保計画に定めるべき項目ごとの留意点について分

かりやすく解説しています。 

URL：https://youtu.be/Va4O0F33ucs【国土交通省 YouTube】 

２．訓練の実施について 

 市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設が、訓練を実施しその結果を市町村

に報告することは水防法及び土砂災害防止法に基づく義務であり、原則として年 1 回以上

実施するよう通知しているところ、今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ

けが５類感染症に見直される予定であることも踏まえ、あらためて施設管理者等に対し適切

な実施を促していただくようお願いします。 

 なお、訓練の実施方法については、立退き避難や屋内安全確保を実際に行う実地訓練のほ

かに、施設職員による情報収集や情報伝達等の訓練、地図等を活用して避難路の検討を行う

等の図上訓練などがあり、施設利用者の負担等を考慮して、訓練方法や参加人数を工夫する

ことも可能であるとして、上記リーフレットにおいてもその旨記載していますので申し添え

ます。 

【問合せ先】

国土交通省水管理・国土保全局

河川環境課水防企画室 課長補佐   深町（内線 35439） 
津波水防係長 古橋（内線 35457） 

TEL：03-5253-8111（代表） FAX：03-5253-1603 
砂防部砂防計画課地震・火山砂防室 企画専門官 竹島（内線 36152） 

地震対策係長 鈴木（内線 36154） 
TEL：03-5253-8111（代表） FAX：03-5253-1610 

国土交通省ウェブサイト「要配慮者利用施設の浸水対策」

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-
gensai-suibou02.html 
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避
難
確
保
計
画
作
成
支
援
動
画

「
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
避
難
確
保
計
画
の
作
成
・
確
認
の
ポ
イ
ン
ト
」

○
避
難
確
保
計
画
を
作
成
す
る
施
設
管
理
者
等
、
及
び
そ
の
計
画
を
確
認
し
助
言
等
を
行
う
市
町
村
職
員
向
け
に
、
避
難

確
保
計
画
の
作
成
又
は
確
認
時
に
お
い
て
、
避
難
の
実
効
性
を
確
保
す
る
上
で
基
本
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
や
注
意
す
べ
き

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
計
画
の
充
実
・
改
善
を
図
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
学
習
用
動
画
。

○
国
土
交
通
省
で
公
表
し
て
い
る
「計
画
様
式
」
や
「
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」に
沿
っ
て
、
項
目
ご
と
の
留
意
点
に
つ
い
て
分
か
り

や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

U
R

L:
ht

tp
s:

//y
ou

tu
.b

e/
Va

4O
0F

33
uc

s
【
国
土
交
通
省

Yo
uT

ub
e】

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る

避
難
確
保
計
画
の
作
成
・
確
認
の
ポ
イ
ン
ト

令
和
５
年
３
月

国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局

河
川
環
境
課
・
砂
防
計
画
課

【
動
画
の
画
面
例
】

別
紙
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原
則

、
年
に

1度
以

上
、
防
災
教
育
と
避
難
訓

練
を

実
施

し
、
計
画

を
見

直
す

こ
と
が
重

要
で
す
。

避
難

訓
練
は

、
立
退
き
避
難
や
屋
内
安
全
確

保
を

実
際

に
行
う
実

地
訓

練
の

ほ
か
に
、

図
面

上
で
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン
を
行
う
訓
練
な
ど
も
選
択

で
き

ま
す

。
実
地
訓

練
の

場
合

は
、
参
加

者
の

負
担
を

考
慮

し
て
、

複
数
日
に
分
割
し
て
実
施
す
る

こ
と

も
で

き
ま
す
。

複
数

の
種
類

の
訓
練
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ

っ
て

、
避

難
の
実
効

性
を

高
め

る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

訓
練

後
は
、

参
加
者
全
員
で
訓
練
の
対
応
を

振
り

返
り

ま
し
ょ
う

。
振

り
返

り
は
、
以

下
の
4
つ
の

観
点

で
議
論

を
す
る
と
効
果
的
で
す
。

①
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
？

例
）
1時

間
以
内
に
計
画
し
た
避
難
先
へ
避
難
す
る
こ
と

②
実
際
に
は
何
が
起
き
た
の
か
？

例
）
全
員
の
避
難
に
1時

間
半
か
か
っ
た

③
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
？

例
）
車
両
数
が
計
画
通
り
手
配
で
き
な
か
っ
た

④
次
回
す
べ
き
こ
と
は
何
か
？

例
）
車
両
数
が
手
配
で
き
な
い
場
合
の
協
力
先
を
設
定
す
る

訓
練

結
果
は

市
町
村
に
報
告
す
る
こ
と
が
”義

務
”づ

け
ら
れ

て
い
ま

す
。

必
ず

報
告
し
て

く
だ
さ
い
。

■
立
退
き
避
難
訓
練

■
図
上
訓
練

☑
p
o
in
t

避
難
確
保
計
画
に
お
け
る
避
難
経
路
の
安
全
性
や
避
難
手
段
（車
両
数
や
手
配
方

法
）、
避
難
に
要
す
る
時
間
な
ど
が
適
切
か
避
難
訓
練
等
で
確
認
し
ま
し
ょ
う

避
難
先
に
食
料
や
必
要
な
資
機
材
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う

国
土
交
通
省

水
管
理
・
国
土
保
全
局

■
屋
内
安
全
確
保
訓
練

【
問
い
合

わ
せ
先
】

国
土
交
通
省

水
管
理
・
国
土
保
全
局

河
川
環
境
課

水
防
企
画
室

砂
防
部

砂
防
計
画
課

〒
10
0-
89
18
 東

京
都
千
代
田
区
霞
が
関
2-
1-
3

電
話

03
-5
25
3-
81
11
（
代
表
）

埼
玉
県

川
越

市
の
川
越
キ
ン
グ
ス
ガ
ー
デ
ン

で
は

、
過

去
の
水
害

経
験

を
踏

ま
え
、
洪

水
に
対
す

る
避
難

確
保

計
画
を
作
成
し
て
お
り
、
毎
年

、
避

難
訓

練
を
実
施

し
て

い
ま

し
た
。

令
和
元

年
の

台
風
第
１
９
号
に
お
い
て
も
、

避
難

確
保

計
画
及
び

避
難

訓
練

で
得
た
ノ

ウ
ハ
ウ
を

活
か
し

て
迅

速
な
避
難
行
動
を
と
り
、
約
１

０
０

人
の

利
用
者
と

職
員

の
全

員
が
無
事

に
避
難
で

き
ま
し

た
。

避
難
確
保

計
画

作
成
・
避
難
訓
練
の
実
施
が

効
果

を
発

揮
し
た
事

例

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る

避
難
確
保
計
画
の
作
成
・
活
用
に
つ
い
て

利
用
者
の
円
滑

か
つ
迅
速
な
避

難
の
た
め
に

※
市

町
村

地
域

防
災

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

社
会

福
祉

施
設

、
学

校
、

医
療

施
設

等

（
令
和
５
年
３
月
）

【
関
連
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
】
（
国
土
交
通
省
）

・
避

難
確

保
計

画
の

作
成

・
活

用
の

手
引

き
・
記

載
様

式
・
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等

ht
tp

s:/
/w

w
w

.m
lit

.g
o.

jp
/r

iv
er

/b
ou

sa
i/m

ai
n/

sa
ig

ai
/jo

uh
ou

/
jie

isu
ib

ou
/b

ou
sa

i-g
en

sa
i-s

ui
bo

u0
2.

ht
m

l
浸

水
想

定
区

域
や

土
砂

災
害

警
戒

区
域

内
等

の
要

配
慮

者
利

用
施

設
※
で

は
、

避
難

確
保

計
画

の
作

成
・

避
難

訓
練

の
実

施
が
”
義
務
”
づ

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

・
避

難
確

保
計

画
の

作
成
・
活
用
の
ポ
イ
ン
ト

【
動
画
】

・
避

難
確

保
に

関
す

る
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

教
材

【
動
画
】
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tp

s:/
/y
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ま
ず
は

、
通

所
・
入
所
等
の
利
用
形
態
や
建

物
の

階
数

、
施
設
職

員
・

施
設

利
用
者
の

人
数
等
、

自
身
の

施
設

の
特
性
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し

ょ
う

。
次

に
、

ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
等
を
用
い
て
、
施

設
が

有
す

る
災
害
リ

ス
ク

を
確

認
し
ま
し

ょ
う
。

限
ら
れ

た
時

間
で
迅
速
か
つ
確
実
に
施
設
利

用
者

を
避

難
さ
せ
る

た
め

に
は

、
施
設
職

員
の
役
割
分

担
を
適

切
に

定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す

。
ま

た
、

情
報

収
集
や
情
報
伝
達
は
、
初
動
体

制
を

確
保

す
る
た
め

に
重

要
で

あ
り
、
収

集
す
る
内
容

や
そ
の

入
手

方
法
、
伝
達
す
る
内
容
と
伝
達

先
等

を
あ

ら
か
じ
め

定
め

て
お

く
こ
と
が

有
効
で
す
。

「
避
難
確
保
計
画
」
は
、
水
害
や
土
砂
災
害
に
備
え
、
施
設
利
用
者
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
で
す
。

確
実
な
避
難
の
た
め
に
は
、
災
害
の
種
類
に
応
じ
た
避
難
先
を
定
め
て
お
く
こ

と
が
重

要
で

す
。

避
難
方
法
は
、
主
に
「
立
退
き
避
難
」
、
「
屋
内
安
全
確
保
」
が
あ
り
ま
す
。

不
測
の
事
態
も
想
定
し
て
、
避
難
先
は
複
数
の
場
所
を
選
定
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

☑
p
o
in
t

夜
間
や
休
日
な
ど
、
職
員
が
不
在
・参
集
が
難
し
い
場
合
も
想
定
し
た
役
割
分
担
を
検
討
し
ま
し
ょ
う

必
要
に
応
じ
て
、
地
域
住
民
や
利
用
者
家
族
等
の
避
難
支
援
協
力
者
を
確
保
す
る
こ
と
も
重
要
で
す

☑
p
o
in
t

災
害
リ
ス
ク
は
一
つ
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
災
害
リ
ス
ク
を
把
握
し
、
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
市
町
村
が
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
町
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
で
き
ま
す

国
土
交
通
省
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（

ht
tp

s:/
/d

isa
po

rt
al

.g
si.

go
.jp

/）
に
あ
る
「わ
が
ま
ち
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
」や
「重
ね
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」も
ご
活
用
く
だ
さ
い

☑
p
o
in
t

避
難
先
は
、
利
用
者
の
ケ
ア
な
ど
の
必
要
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
か
等
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

安
全
で
確
実
な
避
難
ル
ー
ト
を
設
定
し
ま
し
ょ
う

「屋
内
安
全
確
保
」を
行
う
場
合
は
、
長
時
間
の
浸
水
に
対
応
す
る
た
め
の
水
や
食
料
、
医
薬
品
等
の
備
蓄
品
等

を
確
保
し
ま
し
ょ
う

避
難
開
始
は
、
原
則
と
し
て
市
町
村
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
3高

齢
者
等
避
難
が
発

令
さ
れ
た

時
で

す
。

通
所
型
の
施
設
の
場
合
は
、
事
前
休
業
を
判
断
す
る
こ
と
が
利
用
者
の
安
全
確

保
に
つ

な
が

り
ま

す
。

②
情
報
収
集
や
伝
達
を
担
当
す
る

「
情
報
連
絡
班
」

③
利
用
者
の
避
難
支
援
を
担
当

す
る
「
避
難
誘
導
班
」

④
避
難
に
必
要
な
設
備
や
装
備
品
等
を

点
検
し
準
備
す
る
「
装
備
品
等
準
備
班
」

①
全
体
を
指
揮
す
る

「
統
括
指
揮
者
」

非
常
口

洪
水

雨
水
出
水

土
砂
災
害

津
波

高
潮

家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定
区
域

浸
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域

浸
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域

土
砂
災
害

(特
別

)警
戒
区
域

浸
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域

浸
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域

こ
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
災
害
は
、

家
屋
倒
壊
・
流
失
（
家
ご
と
流
さ
れ
る
）
の
危
険
が
あ
り
ま
す
！

☑
p
o
in
t

避
難
完
了
ま
で
に
時
間
が
必
要
な
場
合
は
、
「警
戒
レ
ベ
ル
３
高
齢
者
等
避
難
」の
発
令
に
と
ら
わ
れ
ず
、
早
め
の

避
難
を
開
始
し
ま
し
ょ
う

夜
間
の
避
難
は
危
険
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
夜
間
に
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
日
没
ま
で
に
避

難
を
完
了
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

立
退
き
避
難

基
本
の

避
難
行
動

•災
害
リ
ス
ク
の
あ
る
施
設
を
離
れ
、
施
設
外
の
避
難
先
に
避
難
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

•避
難
先
は
、
系
列
の
施
設
や
他
の
類
似
施
設
、
市
町
村
が
指
定
す
る
指
定
（
福
祉
）
避
難
所
、
指
定
緊

急
避
難
場
所
等
が
あ
り
ま
す
。

屋
内
安
全

確
保

•施
設
に
災
害
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
も
、
浸
水
深
よ
り
高
い
階
に
移
動
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
施
設
利
用
者

の
安
全
を
確
保
で
き
る
場
合
は
、
施
設
内
に
留
ま
っ
て
避
難
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

•た
だ
し
、
家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定
区
域
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
、
津
波
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
の
施
設

は
、
建
物
の
倒
壊
等
の
危
険
が
あ
る
た
め
、
原
則
、
屋
内
安
全
確
保
を
選
択
で
き
ま
せ
ん
。

2
施
設
の
浸
水
深
よ
り高
い
所
に
避
難

ス
ペ
ー
ス
が
あ
る

床
下
が
浸
水
す
る
お
それ

１
階
が
浸
水
す
る
お
それ

２
階
が
浸
水
す
る
お
それ

浸
水
しな
い

高
さに
１
階

が
あ
る

３
階
以
上
に

避
難
で
き
る

２
階
以
上
に

避
難
で
き
る

は
い

い
い
え

1
施
設
が
下
記
の
区
域
に
該
当
す
る

家
屋
倒
壊
等
氾
濫
想
定
区
域

津
波
の
お
それ
が
あ
る
区
域

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

施
設
外
の
避
難
先
に

立
退
き
避
難

■
系
列
の
施
設
や

同
種
・類
似
の

施
設

■
宿
泊
施
設

は
い

は
い

避
難
ス
ペ
ー
ス
に
て
電
気
や
通
信
、

水
道
、ト
イレ
等
が
使
用
可
能
で
あ
る

浸
水
継
続
時
間

3

い
い
え
（
高
い
所
に
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
）

■
市
町
村
が
指
定

す
る
指
定
福
祉

避
難
所
、指
定

緊
急
避
難
場
所

■
近
隣
の
安
全
な

場
所

施
設
内
の
高
い
所
に

屋
内
安
全
確
保

い
い
え
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急傾斜地

要配慮者利用施設

～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

『水防法』及び『土砂災害防止法』の改正により、要配慮者利用施設の避難の実効性
確保のため、避難訓練の報告が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に
対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。（令和３年７月16日改正法施行）

都道府県・市町村の担当者の皆さまへ

要配慮者利用施設 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主と
して防災上の配慮を要する者が利用する施設

≫ 市町村は、要配慮者利用施設を新たに市町村地域防災計画に位置付ける際に、
施設管理者等に対して水害や土砂災害の危険性を説明し、避難確保計画の作成
を促しましょう。（既に「非常災害対策計画」や「消防計画」、「学校の危機
管理マニュアル」などで、災害に対処する具体的な計画を定めている場合には、
既存の計画に避難確保計画に定める項目を加えることでも対応できます。）

【市町村】市町村地域防災計画の作成

≫ 避難確保計画の作成について、各施設を担当する関係部局と防災部局等が連携し
て積極的に支援を行うことが重要です。

例
え
ば

これら施設の名称及び所在地
➢ 地域全体の警戒避難体制の充実を図るためにも、都道府
県はこれら区域の指定、市町村は地域防災計画への位置付け
について、確実に進めていくことが重要です。

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがあるときに、利用
者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関す
る事項を定めた計画です。

1 避難確保計画作成の支援 ※「避難確保計画の作成・活用の手引き」について
は、国土交通省のホームページに掲載しています。

【浸水想定区域】

【土砂災害警戒区域】

浸水想定区域

氾濫

要配慮者利用施設の避難の実効性を確保するためのポイント

①避難確保計画の作成

②避難訓練の実施に加えて、市町村長への報告の義務化

③避難確保計画・避難訓練に対する市町村長の助言・勧告の制度化

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に
供する施設

・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設
・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子・父子福祉施設
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・高等専門学校
・専修学校（高等課程
を置くもの） 等

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

【改正事項】

令和３年

(8-4-6)



● 施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を
市町村長へ報告する必要があります。

● 施設管理者等から避難確保計画の報告があったときは、国土交通省のチェックリ
スト※等を参考に、市町村等の関係部局が連携して内容を確認し、必要に応じて
助言・勧告を行います。

≫ 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等が主体的に作
成することが重要であることから、市町村長が指示・公表を行う際には、施
設管理者等に対して避難確保計画の必要性について丁寧な説明を行うことが
望まれます。

● 市町村長は、避難確保計画の作成を促進するため、避難確保計画を作成してい
ない施設管理者等に対して、期限を定めて作成することを求めるなどの指示を
行い、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表するこ
とができることとなっています。

２ 避難訓練実施の支援

● 施設管理者等は、原則として年１回以上避難訓練を実施し、市町村長に結果を報
告することが義務づけられています。

● 避難訓練は、立ち退き避難や屋内安全確保を行う訓練のほかに、図面上でシミュ
レーションを行う訓練などがあります。

● 避難訓練結果を踏まえて、避難確保計画を見直すことが重要です。

問い合わせ
等

TEL：03-5253-8111（代表）

水防法関係 河川環境課水防企画室 土砂災害防止法関係 砂防部砂防計画課

国土交通省 水管理・国土保全局

避難確保計画への助言・勧告

市町村長による指示及び公表

避難訓練報告への助言・勧告

● 施設管理者等から避難訓練の報告があったときは、避難訓練の内容やそれに伴
う避難確保計画の見直しについて、国土交通省のチェックリスト※等を参考に、
市町村等の関係部局が連携して内容を確認し、必要に応じて助言・勧告を行い
ます。

国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/
jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

3 助言・勧告 ※チェックリストは、国土交通省のホーム
ページに掲載しています。

（令和５年３月）

要配慮者利用施設でのより一層の避難の実効性確保に向け、関係部局が連携し
て支援することが重要です！

要配慮者利用施設の浸水対策

(8-4-7)



浸水想定区域

氾濫

～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

急傾斜地

※「土砂災害警戒区域」とは、土砂
災害が発生した場合に、住民等の
生命又は身体に危害が生じるおそ
れがあると認められる区域であり
都道府県が指定します。

とは･･･

社会福祉施設、学校、医療施設
その他の主として防災上の配慮
を要する方々が利用する施設で
す。

1 避難確保計画の作成

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれが
あるとき、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために
必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

● 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等
の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。

● 作成した避難確保計画は、職員のほか、施設利用者やご家族の
方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共
用スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

※ 義務付けの対象となるのは、これら浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者
利用施設のうち（津波は、津波災害警戒区域内にある施設のうち）、市町村地域防災計画
にその名称及び所在地が定められた施設です。

【土砂災害警戒区域】

要配慮者利用施設

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

※「浸水想定区域」とは、洪水・雨水出水・高潮により
浸水が想定される区域であり、国または都道府県が
指定します。

【浸水想定区域】

要配慮者利用施設

要配慮者利用施設

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に
供する施設

・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設

・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子・父子福祉施設
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園 ・義務教育学校 ・特別支援学校
・小学校 ・高等学校 ・高等専門学校
・中学校 ・中等教育学校 ・専修学校（高等課程を置くもの） 等

例
え
ば

※「避難確保計画の作成・活用の手引き」を国土交通省の
ホームページに掲載していますので、計画作成の参考と
してください。

要配慮者利用施設の避難の実効性を確保するためのポイント

①避難確保計画の作成

②避難訓練の実施に加えて、市町村長への報告の義務化

③避難確保計画・避難訓練に対する市町村長の助言・勧告の制度化

【改正事項】

『水防法』及び『土砂災害防止法』の改正により、要配慮者利用施設の避難の実効性
確保のため、避難訓練の報告が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に
対して市町村長が助言・勧告できる制度が創設されました。（令和３年７月16日改正法施行）

令和３年
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● 避難確保計画を作成・変更したときや、訓練を実施したときは、
遅滞なく、市町村長へ報告する必要があります。

市町村長への報告2 避難訓練の実施・防災教育の実施

● 避難訓練は、立ち退き避難や屋内安全確保を行う訓練のほかに、
図面上でシミュレーションを行う訓練なども選択できます。施設
利用者の負担も考慮し、回数や内容を工夫してください。

施設の所在する市町村へお問い合わせください。

市町村地域防災計画（避難場所・避難経路など）・ハザードマップに関すること

問い合わせ等

法律に関すること

土砂災害防止法関係

水防法関係 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

● 作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することが義務
づけられています。（原則として年１回以上実施しましょう）

● 訓練後は振り返りを行い、避難確保計画の見直しを行いましょう。

3 適切な助言・勧告を得るための報告

● 避難確保計画や避難訓練に関して市町村から必要な助言・勧告
を受けることができますので、適切な助言等が得られるよう、
報告の際には国土交通省のチェックリスト※等を添付して市町
村に報告しましょう。

※チェックリストは、国土交通省のホームページに掲載しています。

● 施設職員への防災教育のためには、市町村の研修会への参加、
先進的な取組を実施している施設への見学等の方法もあります。

● 職員のほか、避難の協力者となっている消防団や近隣の企業、
地域住民、利用者の家族なども参加してもらうようにしましょう。

TEL：03-5253-8111（代表）

避難確保計画の作成・活用の手引き、チェックリスト等

国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-
suibou02.html

要配慮者利用施設の浸水対策

避難体制のより一層の強化のためには、避難確保計画を作成し、毎年、避難
訓練等を通じて内容を見直すことが重要です。

（令和５年３月）(8-4-9)



富山県内の流域治水プロジェクト策定状況 R5.3現在

富山県土木部河川課

河川 ダム 砂防 下水 農地 林務 海岸

常願寺川 国 パレット
富山県、富山市、
立山町、舟橋村、
滑川市、上市町

2021.3 ○ ○ ○ ○

神通川
（いたち川、太田川、冷川、宮路
川、山田川、宮島川、坪野川、
峠川、馬渡川　を含む）

国 パレット
富山県、岐阜県
富山市、高山市、
飛騨市

2021.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

庄川
（地久子川、下条川、和田川
を含む）

国 パレット

富山県、岐阜県
富山市、高岡市、
射水市、砺波市、
白川村

2021.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

小矢部川
（谷内川、黒石川、横江宮川、
藪波川　を含む）

国 パレット

富山県、高岡市、
射水市、砺波市、
小矢部市、南砺
市

2021.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

黒部川 国
黒部河川
事務所

富山県、富山市、
黒部市、入善町、
朝日町

2021.3 ○ ○ ○ ○ ○

黒瀬川 富山県
富山県

（入善土木）
黒部市 2021.8 ○ ○

片貝川（布施川） 富山県
富山県

（入善土木）
（新川土木）

黒部市、魚津市 2021.8 ○ ○ ○ ○

鴨川 富山県
富山県

（新川土木）
魚津市 2021.3 ○ ○

中川（沖田川） 富山県
富山県

（新川土木）
滑川市 2021.8 ○

上市川 富山県
富山県

（新川土木）
（立山土木）

滑川市、上市町、
富山市

2021.8 ○ ○ ○

白岩川 富山県
富山県

（新川土木）
（立山土木）

富山市、立山町、
舟橋村、滑川市、
上市町

2021.8 ○ ○ ○ ○

泉川 富山県
富山県

（氷見土木）
氷見市 2022.4 ○

上庄川 富山県
富山県

（氷見土木）
氷見市 2021.3 ○ ○ ○

一
級
河
川

二
級
河
川

河川名 策定主体
実施主体

（関係出先）
関係機関 策定年

記載メニュー

　一級河川　計　　５　河川　

　二級河川　計　　８　河川　

合　　計　　１３　河川　　

資料８⑤

(8-5-1)



上市川

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知、浸水実績の周知【富山県・富山市・滑川市・上市町】
・洪水浸水想定区域図の作成 【富山県・滑川市・上市町】
・避難訓練への住民参加促進及び住民参加 【富山市・滑川市・上市町・住民】
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進 【富山県・富山市・滑川市・上市町】
・水防災教育（出前講座の活用）、マイ・タイムラインの普及及び作成【富山県・富山市・滑川市・上市町・住民】
・災害情報普及支援、浸水被害軽減対策 【富山県・富山市・滑川市・上市町】
・水位計・監視カメラの活用 【富山県】
・事業継続力強化計画の策定促進 【富山県】 等

上市川水系 流域治水プロジェクト【位置図】
～急流河川の浸水被害解消のための流域治水対策～

二級水系
流域治水プロジェクト

富山県

令和元年東日本台風では、全国各地で甚大な被害が発生したことを踏まえ、上市川水系においても、自然災害に備える必要があり、以下の取組
みを実施していくことで、甚大な被害を生じさせた昭和４４年８月洪水と同規模の洪水による浸水被害の解消を図る。

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・洪水浸水想定区域図の作成
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

位置図 凡 例

浸水範囲（計画規模1/50）

河川

流域境

市町村境

上市川
第二ダム

上市川ダム

滑川市

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

富山市

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・洪水浸水想定区域図の作成
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

立山町

上市町

舟橋村

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

魚津市

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・上市川ダムにおける事前放流の実施、河道掘削 等【富山県】
・砂防関係施設の整備 【富山県】
・森林整備・治山対策【富山森林管理署・富山水源林整備事務所・富山県】
・雨水貯留施設の整備（開発行為における調整池など【開発事業者】 等

■被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に
向けた取組（防災指針策定など） 【富山市】 等

水位計・監視カメラの活用
河川状況等ライブカメラ情報

県ＨＰに掲載
ﾘｱﾙﾀｲﾑでの情報発信

事前放流の実施

立地適正化計画に基づく「安全
なまちづくり」に向けた取組

立地適正化計画

砂防関係施設の整備

砂防関係施設の整備

砂防堰堤など

上市川ダム、上市川第二ダム
による事前放流の実施

森林整備・治山対策

要配慮者利用施設避難確
保計画の作成及び支援

説明会の様子

●上市川水系では、県、市が一体となって以下の手順の「流域治水」を推進する。
【短 期】上市川ダムにおける事前放流等の基本協定の締結、体制構築・実施を行うことにより、洪水被害を軽減する。
【中長期】更に流域全体の安全度を向上させるため、河道掘削などの維持管理を実施する。

●あわせて越水、溢水の頻発箇所へは、必要に応じて、水位計や監視カメラを設置し、ＷＥＢ上への配信追加・周知などを行うことにより、
避難判断に役立てる。

上市川水系 流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～急流河川の浸水被害解消のための流域治水対策～

気候変動を
踏まえた
さらなる対策を
推進

二級水系
流域治水プロジェクト

富山県

区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 中長期

氾濫をできるだけ

防ぐ・減らすため
の対策

上市川ダムにおける事
前放流の実施

富山県

砂防関係施設の整備 富山県

森林整備・治山対策
富山森林管理署

富山水源林整備事務所
富山県

被害対象を減少さ
せるための対策

立地適正化計画に基づ
く「安全なまちづく
り」に向けた取組（防
災指針策定など）

富山市

被害の軽減、

早期復旧・復興の
ための対策

洪水浸水想定区域図の
作成、避難訓練への住
民参加促進及び住民参
加等

富山県
富山市
滑川市
上市町
住民

水位計・監視カメラの活
用

富山県

必要に応じて、越水、溢水の頻発箇所への
設置やＷＥＢ上への配信追加・周知など

立地適正化計画への
防災指針の記載と取組など

■砂防対策
砂防堰堤 等

(8-5-2)



白岩川水系 流域治水プロジェクト【位置図】
～山里および市街地の浸水被害解消のための流域治水対策～

二級水系
流域治水プロジェクト

富山県

令和元年東日本台風では、全国各地で甚大な被害が発生したことを踏まえ、白岩川水系においても事前防災対策を進める必要があり、以下の取
組みを実施していくことで、甚大な被害を生じさせた昭和４４年８月洪水と同規模の洪水による浸水被害の解消を図る。

白岩川
白岩川ダム

白岩川

栃津川

八幡川

細川

凡 例

浸水範囲（計画規模1/50）

河川

流域境

市町村境

■被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に
向けた取組（防災指針策定など）【富山市】 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知、浸水実績の周知

【富山県・富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村】
・洪水浸水想定区域図の作成 【富山県・富山市・上市町・立山町・舟橋村】
・避難訓練への住民参加促進及び住民参加【富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村・住民】
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

【富山県・富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村】
・水防災教育（出前講座の活用）、マイ・タイムラインの普及及び作成

【富山県・富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村・住民】
・災害情報普及支援、浸水被害軽減対策 【富山県・富山市・滑川市・上市町・立山町・舟橋村】
・水位計・監視カメラの活用 【富山県】
・事業継続力強化計画の策定促進 【富山県】 等

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

位置図

事前放流の実施

水位計・監視カメラの活用
河川状況等ライブカメラ情報

県ＨＰに掲載
ﾘｱﾙﾀｲﾑでの情報発信

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・洪水浸水想定区域図の作成
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・洪水浸水想定区域図の作成
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

富山市

舟橋村

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・洪水浸水想定区域図の作成
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

立山町

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・洪水浸水想定区域図の作成
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

上市町

・災害リスクの現地表示、洪水ハザードマップの周知
・避難訓練への住民参加促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水防災教育、マイ・タイムラインの普及 等

滑川市

堤防整備
橋梁架替等

立地適正化計画に基づく「安全
なまちづくり」に向けた取組

立地適正化計画

橋梁架替

仮橋設置状況

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、橋梁架替、河道掘削 等【富山県】
・白岩川ダムにおける事前放流の実施【富山県】
・砂防関係施設の整備【富山県】
・森林整備・治山対策

【富山森林管理署・富山水源林整備事務所・富山県】
・雨水貯留施設の整備（開発行為における調整池など）

【開発事業者】 等

砂防関係施設の整備

森林整備・治山対策

河道掘削等

要配慮者利用施設避難確
保計画の作成及び支援

説明会の様子

●白岩川水系では、県、市が一体となって以下の手順の「流域治水」を推進する。
【短 期】水橋大橋の架け替えによりボトルネック部を解消する。

白岩川ダムにおける事前放流等の基本協定の締結、体制構築・実施を行うことにより、洪水被害を軽減する。
【中 期】鉄道橋、道路橋の架替によりボトルネック部を解消する。
【中長期】更に流域全体の安全度を向上させるため、河道掘削などの維持管理を実施する。

●あわせて越水、溢水の頻発箇所へは、必要に応じて、水位計や監視カメラを設置し、ＷＥＢ上への配信追加・周知などを行うことにより、
避難判断に役立てる。

白岩川水系 流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～山里および市街地の浸水被害解消のための流域治水対策～

気候変動を
踏まえた
さらなる対策を
推進

二級水系
流域治水プロジェクト

富山県

■河川対策
全体事業費 ４９．７億円※
白岩川の整備 等

■砂防対策
砂防堰堤 等

【事業費（R４年度以降の残事業費】

※県の河川整備計画の残事業費を記載

区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 中長期

氾濫をできるだけ

防ぐ・減らすため
の対策

白岩川および下条川の
整備（堤防整備、橋梁架
替、河道掘削 等）

富山県

白岩川ダムにおける事
前放流の実施

富山県

砂防関係施設の整備 富山県

森林整備・治山対策

富山森林管理署
富山水源林整備事務所

富山県

被害対象を減少さ
せるための対策

立地適正化計画に基づ
く「安全なまちづくり」に
向けた取組（防災指針
策定など）

富山市

被害の軽減、

早期復旧・復興の
ための対策

洪水浸水想定区域図の
作成、避難訓練への住
民参加促進及び住民参
加等

富山県
富山市
滑川市
上市町
立山町
舟橋村
住民

水位計・監視カメラの活
用

富山県

必要に応じて、越水、溢水の
頻発箇所への設置やＷＥＢ上
への配信追加・周知など

立地適正化計画への
防災指針の記載と取組など

道路橋２橋・鉄道橋１橋の架替によりボトルネック部を解消
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【土砂災害防止法の改正】

〇平成29年6月19日施行（5月19日交付）

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の管理者等は避難確保計画の作成・

避難訓練の実施の義務化（同法８条の２）

〇令和３年7月15日施行（5月10日交付）

・市町村長に避難訓練の結果報告の義務化（同法８条の２第５項）

・市町村長が施設に対して避難確保計画に関する助言・勧告できる制度を創設

（同法８条の２第６項）

※市町村防災計画に定められた施設が対象
※避難訓練は毎年実施する

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等

【富山県内の状況（令和5年1月末時点）】

・避難確保計画作成率：100.0％（105施設中105施設）

・避難訓練実施率：90.5%（105施設中95施設）

【留意点】

・避難確保計画に基づく避難訓練実施の支援（避難訓練は原則年１回以上実施）

※eラーニング教材が国土交通省HPに掲載されていますのでこれらもご活用下さい。
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

・市町地域防災計画の見直しにより施設数が増減した場合は報告をお願いします。

資料８⑥

【Ｒ４年度富山県内での避難訓練実施状況】

土砂災害警戒区域がある県内14市町（舟橋村除く）のうち、10市町で防災訓練を実施。

今年の「⼟砂災害・全国防災訓練」では、近年の災害で地域の住⺠や家族が声をかけあうことで避難が
進んだ事例が各地で報告されていることから、地域内での声かけにより避難する取り組みや、安全を確認す
る訓練を重点的に実施する予定です。

【2023年 全国一斉の取組】

2023年 「土砂災害・全国防災訓練」の実施について

（予定）

避難の声かけ 安全の確認
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土砂災害警戒情報について

〇富山県土砂災害警戒情報支援システム

・リアルタイムで土砂災害の危険度等をHPで公開。
・土砂災害警戒情報が発表された場合、補足情報として避難判断地区を記載した

FAXを送信しています。避難指示発令対象地域の検討の参考資料として活用して
下さい。

〇土砂災害警戒情報とは

・命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況であることを
周知するために、県と気象台が共同で発表する防災気象情報。

富山県土砂災害警戒情報支援システム

・PC版
https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp

・スマートフォン版
https://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/sp/

・モバイルフォン版
http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/m/ 補足情報を記載したFAX

・警戒レベル４相当の情報。紫色のメッシュ内の土砂災害警戒区域に避難指示の
発令が基本。
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